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(57)【要約】
　約０．０５％～約５％の抗ふけ活性物質、約０．１％
～約２５％の１つ以上の有機溶媒、約１％～約９９％の
揮発性キャリアを含む頭皮ケア組成物を対象とし、該抗
ふけ活性物質が、該頭皮ケア組成物中で可溶性である、
頭皮ケア組成物。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　頭皮ケア組成物であって、
　ａ）０．０５％～５％の抗ふけ活性物質と、
　ｂ）０．１％～２５％の１つ以上の有機溶媒と、
　ｃ）１％～９９％の揮発性キャリアと、を含み、
　前記抗ふけ活性物質が、前記頭皮ケア組成物中で可溶性である、頭皮ケア組成物。
【請求項２】
　少なくとも０．１ｇの前記抗ふけ活性物質が、２５℃及び１気圧の圧力で、１００ｍｌ
の前記溶媒中に溶解する、請求項１に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項３】
　前記頭皮ケア組成物が、阻害ゾーンにおいて有効性の１０．５％の増加をもたらす、請
求項１又は２に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項４】
　前記同じ有機溶媒（複数可）又は揮発性キャリアを含まない組成物と比較して、可視光
透過率が増加する、請求項１～３のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項５】
　前記可溶性の抗ふけ活性物質がアゾールであり、好ましくは、前記アゾールが、イミダ
ゾール、チアゾール、トリアゾール、及びこれらの混合物から選択される、請求項１～４
のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項６】
　前記イミダゾールが、クリムバゾール、ベンズイミダゾール、ベンゾチアゾール、ビフ
ォナゾール、ブタコナゾール（butaconazole）硝酸塩、クロトリマゾール、クロコナゾー
ル、エベルコナゾール、エコナゾール、エルビオール、フェンチコナゾール、フルコナゾ
ール、フルチマゾール、イソコナゾール、ケトコナゾール、ラノコナゾール、メトロニダ
ゾール、ミコナゾール、ネチコナゾール、オモコナゾール、オキシコナゾール硝酸塩、セ
ルタコナゾール、スルコナゾール硝酸塩、チオコナゾール、チアゾール、イソコナゾール
、セファコナゾール（sefaconazole）、イトラコナゾール、ラブコナゾール、ポサコナゾ
ール、ボリコナゾール、テルコナゾール、アルバコナゾール、アバファンジン、テルコナ
ゾール、イトラコナゾール、及びこれらの混合物から選択される、請求項１～５のいずれ
か一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項７】
　前記イミダゾールがクリムバゾールである、請求項１～６のいずれか一項に記載の頭皮
ケア組成物。
【請求項８】
　前記有機溶媒が、総炭素原子数１５未満の分枝状又は直鎖状飽和又は不飽和（芳香族を
含む）の炭化水素；総炭素原子数１５未満の分枝状又は直鎖状飽和又は不飽和（芳香族を
含む）のハロゲン化炭化水素；総炭素原子数８未満のアルコール、ジオール、又はポリオ
ール；総炭素原子数８未満のチオール又はポリチオール、総炭素原子数７未満のカルボン
酸、総炭素原子数８未満のカルボン酸エステル又はカルボン酸アミド、総炭素原子数８未
満のケトン又はアルデヒド、総炭素原子数１０未満のエーテル又はポリエーテル、総炭素
原子数８未満のアミン又はポリアミン、シロキサン溶媒、及びこれらの混合物からなる群
から選択される、請求項１～７のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項９】
　前記有機溶媒が、芳香族官能基を有するポリオール、アルコール、及びこれらの混合物
から選択される、請求項１～８のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１０】
　前記有機溶媒が、ブチレングリコール、ベニル（benyl）アルコール、及びこれらの混
合物から選択される、請求項１～９のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１１】
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　前記有機溶媒が、１．０％～１５％である、請求項１～１０のいずれか一項に記載の頭
皮ケア組成物。
【請求項１２】
　前記可溶性の抗ふけ活性物質が、０．３％～２％である、請求項１～１１のいずれか一
項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１３】
　前記揮発性キャリアが、水又は水と有機溶媒との混合物である、請求項１～１２のいず
れか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１４】
　０．０５％～１０％のポリマーレオロジー変性剤を更に含む、請求項１～１３のいずれ
か一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１５】
　前記ポリマーレオロジー変性剤が、疎水変性ヒドロキシエチルセルロース、疎水変性ポ
リポリアクリレート（polypolyacrylate）、疎水変性ポリアクリル酸、疎水変性ポリアク
リルアミド、及び疎水変性ポリエーテル、並びにこれらの混合物からなる群から選択され
るからなる群から選択される、請求項１～１４のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１６】
　前記組成物が、０．１％～７．５％の範囲のナイアシンアミドを更に含む、請求項１～
１５のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１７】
　前記組成物が、０．１％～３．０％の範囲のカフェインを更に含む、請求項１～１６の
いずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１８】
　前記組成物が、０．０１％～２．０％の範囲のパンテノールを更に含む、請求項１～１
７のいずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【請求項１９】
　前記組成物が、シリコーンを更に含む、請求項１～１８のいずれか一項に記載の頭皮ケ
ア組成物。
【請求項２０】
　前記組成物が、リーブ・オン（ｌｅａｖｅ－ｏｎ）組成物である、請求項１～１９のい
ずれか一項に記載の頭皮ケア組成物。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ふけの処理に有用な１つ以上の可溶性の活性物質を含む頭皮ケア組成物に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　毛髪及び頭皮活性物質の多様な組み合わせを含む毛髪及び頭皮リーブ・オン（ｌｅａｖ
ｅ－ｏｎ）トリートメント組成物は、当該技術分野において既知であり、市販されている
。
【０００３】
　抗ふけ毛髪リンスオフ製品も市販されている。抗ふけシャンプー、コンディショナー、
及び他のリンスオフトリートメントは、典型的に抗ふけ活性物質を組み込む。抗ふけ剤の
一種は、粒子状結晶抗ふけ剤、例えば硫黄、二硫化セレン、及びピリジンチオンの遷移金
属塩である。クリムバゾール等の可溶性の抗ふけ剤も入手可能である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　それにもかかわらず、一部の消費者は、他の抗ふけリンスオフ製品に取って代わり得る
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か、リンスオフ抗ふけ製品に加えて使用され得るもの、又はリンスオフ製品での達成が困
難な毛髪及び頭皮へのリーブ・オン効果をもたらすことができる水準の抗ふけ有効性をも
たらす抗ふけリーブ・オントリートメントを所望している。したがって、消費者が気づき
、感じることができる、すなわち効果的かつ使用が快適な、中核の抗ふけ有効性と、追加
の頭皮健康及び毛髪効果を兼備するトリートメント製品に対する需要が存在する。
【０００５】
　驚くべきことに、ある特定の配合の溶媒を組み込むことにより、所定の組成物の抗真菌
効力を増加させ得ることが、今回発見された。これら及び他の目的は、以下の詳細な説明
から容易に明らかとなるであろう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態において、それは、約０．０５％～約５％の抗ふけ活性物質、約０
．１％～約２５％の１つ以上の有機溶媒、約１％～約９９％の揮発性キャリアを含む頭皮
ケア組成物を対象とし、該抗ふけ活性物質は、該頭皮ケア組成物中で可溶性である。本発
明の一実施形態において、本頭皮ケア組成物は、頭皮用助剤の増加した抗真菌効力を提供
する。
【０００７】
　本発明のこれら及び他の特徴、態様、及び利点は、本発明の開示を通読することで当業
者には明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の組成物Ａ及び比較組成物Ｂに関する阻害ゾーンデータを描写するグラフ
である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　特に指定がない限り、本明細書において使用する全ての百分率及び比率は、組成物全体
の重量によるものとする。特に指定がない限り、全ての測定は周囲条件で実施されるもの
と理解され、「周囲条件」とは、約２５℃、約１気圧、及び相対湿度約５０％における条
件を意味する。全ての数値範囲は、より狭い範囲を含み、区切られた上下の範囲限界は、
組み合わせて、明示的に区切られていない更なる範囲を作り出すことが可能である。
【００１０】
　本発明の組成物は、本明細書に記載の必須成分並びに任意選択的成分を含む、それらか
ら本質的になる、又はそれらからなることができる。本明細書で使用される場合、「から
本質的になる」とは、組成物又は構成成分が、追加成分を含み得ることを意味するが、追
加成分が請求項に係る組成物又は方法の基本的かつ新規の特性を実質的に変えない場合に
限る。
【００１１】
　組成物に関連して使用される「塗布する」又は「塗布」は、本発明の組成物を毛髪など
のケラチン性組織上に塗布する又は広げることを意味する。
【００１２】
　「皮膚科学的に許容可能な」は、記載される組成物又は構成成分が、過度の毒性、不適
応性、不安定性、アレルギー反応などがなく、ヒトの皮膚組織と接触して使用するのに好
適であることを意味する。
【００１３】
　「安全かつ有効な量」は、有益な効果を有意に誘導するのに十分な化合物及び組成物の
量を意味する。
【００１４】
　組成物に関する「リーブ・オン」は、塗布後角質組織上に付着させたままにすることが
意図される組成物を意味する。これらのリーブ・オン組成物は、毛髪に塗布した後、続い
て（数分以内に）洗浄、すすぎ、又は拭き取り等のいずれかにより除去される組成物とは
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区別される。リーブ・オン組成物では、シャンプー、リンスオフコンディショナー、洗顔
料、手洗浄剤、ボディウォッシュ、又は身体用洗浄剤などのリンスオフ型の塗布は除外さ
れる。リーブ・オン組成物は、洗浄用界面活性剤又は合成界面活性剤を実質的に含まなく
てよい。例えば、「リーブ・オン組成物」は、少なくとも１５分間角質組織上に付着させ
たままにしておくことができる。例えば、リーブ・オン組成物は、１％未満の洗浄性界面
活性剤、０．５％未満の洗浄性界面活性剤、又は０％の洗浄性界面活性剤を含み得る。し
かしながら、本組成物は、毛髪に局所的に塗布した際にいずれの有意なクレンジング効果
ももたらすことを意図するものではない、乳化、分散、又は他の加工用界面活性剤を含有
してもよい。
【００１５】
　「可溶性」は、２５℃及び１気圧において少なくとも約０．１ｇの溶質が１００ｍＬの
溶媒に溶解することを意味する。
【００１６】
　特に記述のない限り、全ての百分率は、組成物全体の重量によるものである。特に明記
しない限り、全ての比は重量比である。いずれの範囲も端点を含み、組み合わせることが
可能である。有効桁の数は、表示された量に対する限定を表すものでも、計測値の精度に
対する限定を表すものでもない。本明細書で使用される「分子量」又は「Ｍ．Ｗｔ．」と
いう用語は、特に記述のない限り、重量平均分子量を指す。重量平均分子量は、ゲル浸透
クロマトグラフィーによって測定してよく、「ＱＳ」は、１００％となるのに十分な量を
意味する。
【００１７】
　本明細書で使用される用語「実質的に含まない」は、組成物全体の約１重量％未満、又
は約０．８重量％未満、又は約０．５重量％未満、又は約０．３重量％未満、又は約０重
量％を意味する。
【００１８】
　本明細書で使用される「毛髪」は、頭皮の毛、顔面の毛、及び身体の毛を含めた、哺乳
類の毛を意味し、特に、ヒトの頭部及び頭皮上の毛に関する。
【００１９】
　本明細書で使用される「化粧品的に許容可能な」とは、記載されている組成物、配合物
、又は構成成分が、過度の毒性、不適応性、不安定性、アレルギー反応等を伴わずに、ヒ
トのケラチン組織と接触させて使用するのに適することを意味する。本明細書で説明され
、ケラチン組織に直接適用するという用途を有する全ての組成物は、化粧品的に許容可能
なものに限定される。
【００２０】
　本明細書で使用される「誘導体」としては、所定の化合物のアミド誘導体、エーテル誘
導体、エステル誘導体、アミノ誘導体、カルボキシル誘導体、アセチル誘導体、酸誘導体
、塩誘導体、及び／又はアルコール誘導体が挙げられるが、これらに限らない。
【００２１】
　本明細書で使用される「ポリマー」は、２つ以上のモノマーの重合によって形成される
化学物質を意味する。本明細書で使用される「ポリマー」という用語は、モノマーの重合
によって作製される全ての材料、並びに天然ポリマーを含むものとする。１種類のモノマ
ーのみから作製されるポリマーをホモポリマーと言う。ポリマーは、少なくとも２つのモ
ノマーを含む。２つ以上の異なる種類のモノマーから作製されるポリマーをコポリマーと
言う。異種のモノマーの分布は、統計的に計算することも、ブロックごとに計算すること
もでき、いずれの実行可能な手段も本発明に適している。特に記述のない限り、本明細書
で使用される「ポリマー」という用語には、ホモポリマー及びコポリマーを含め、あらゆ
る種類のポリマーが含まれる。
【００２２】
　ふけの有効処置に対する需要がある。リーブ・オン頭皮トリートメントは、シャンプー
などのリンスオフ製品に対して、頭皮表面に抗ふけ活性物質の更に効率的な送達を行う一
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定の利点を提供する。可溶性の抗ふけ活性物質は、頭皮上の抗真菌効果を有効に得るため
にしばしば用いられる。この特性は、有効な抗ふけリーブ・オントリートメントの開発に
一定の要件を提起する。これらのトリートメントは、活性物質が、増加した有効性につな
がる程に可溶性であるように、適切な溶媒の組み合わせを含有すべきである。理論によっ
て束縛されるものではないが、この増加した有効性は、適切な溶媒の組み込みに起因する
、増加した活性物質の溶解度の結果であると考えられている。
【００２３】
　本発明は、効果的な溶媒組成を説明しており、これは、直接適用を介して可溶性の抗ふ
け活性物質を頭皮に有効に送達するための抗ふけトリートメントに対して発見された。か
かる組成物は、溶媒が活性物質を溶媒和し、経時的に安定かつ適切な溶解度を維持するこ
とが可能であるように、設計され得る。
【００２４】
　対照的に、適切な溶媒及び／又は十分な溶媒濃度を含まない組成物は、減少した抗真菌
活性につながる活性物質の溶解度を有する可能性が高い。更に、かかる組成物は、経時的
に又は周囲温度を下回る温度で、良好でない溶質安定性をもたらし得る。かかる良好でな
い安定性は、製品が結晶化又は分離した状態であるため、各適用において十分な活性物質
を送達しない製品につながるであろう。
【００２５】
　Ｉ．頭皮ケア組成物
　溶媒
　本発明の一実施形態によると、頭皮ケア組成物は、１つ又は２つ以上の溶媒を含んでも
よい。一実施形態において、頭皮ケア組成物は、１つ又は２つ以上の有機溶媒を含んでも
よい。本発明の更なる実施形態において、溶媒は、次のうちの１つ以上を含んでもよい。
　総炭素原子数１５未満の分枝状又は直鎖状飽和又は不飽和（芳香族を含む）の炭化水素
；
　総炭素原子数１５未満の分枝状又は直鎖状飽和又は不飽和（芳香族を含む）のハロゲン
化炭化水素；
　総炭素原子数８未満のアルコール、ジオール、又はポリオール；
　総炭素原子数８未満のチオール又はポリチオール、
　総炭素原子数７未満のカルボン酸、
　総炭素原子数８未満のカルボン酸エステル又はカルボン酸アミド、
　総炭素原子数８未満のケトン又はアルデヒド、
　総炭素原子数１０未満のエーテル又はポリエーテル、
　総炭素原子数８未満のアミン又はポリアミン、
　シロキサン溶媒、及び
　上に列挙した官能基の組み合わせを含有する材料。
【００２６】
　本発明の一実施形態において、溶媒は、芳香族官能基を有するポリオール、アルコール
及び組み合わせであってもよい。更なる実施形態において、溶媒は、ブチレングリコール
、ベンジルアルコール及び組み合わせであってもよい。
【００２７】
　本発明の一実施形態において、溶媒は、約０．１％～約２５％の範囲であってもよい。
更なる実施形態において、溶媒は、約０．５％～約２０％の範囲であってもよい。なおも
更なる実施形態において、溶媒は、約１．０％～約１５％の範囲であってもよい。
【００２８】
　本発明の一実施形態において、溶媒は、揮発性である。本発明の更なる実施形態におい
て、溶媒は、２５０℃以下の沸点を有してもよい。更なる実施形態において、溶媒は、２
００℃以下の沸点を有してもよい。
【００２９】
　本発明の一実施形態において、本組成物は、無水であってもよい。
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【００３０】
　溶媒の非限定的な例としては、ジプロピレングリコール、プロピレングリコール、ブチ
レングリコール、１，４－ブタンジオール、３－アリルオキシ－１，２－プロパンジオー
ル、ジプロピレングリコールｎ－ブチルエーテル、１，２－ヘキサンジオール、ジメチル
イソソルビド、エタノール、ベンジルアルコール、１，３－ブタンジオール、１，３－プ
ロパンジオール、２，２’－チオジエタノール、及び１，６－ヘキサンジオール、又はこ
れらの組み合わせが挙げられ得る。
【００３１】
　なおも別の実施形態によると、ヘアケア組成物は、米国特許出願公開第２０１０／０１
２０８７１号に開示されるもの等の１つ以上の追加の育毛刺激剤を更に含んでもよい。し
たがって、追加の育毛刺激剤の非限定例としては、インドール化合物、キサンチン化合物
、ビタミンＢ3化合物、パンテノール化合物、及びそれらの誘導体が挙げられる。
【００３２】
　インドール化合物
　頭皮ケア組成物は、インドール化合物を更に含み得る。本明細書で使用される場合、「
インドール化合物」は、１つ又はそれ以上のインドール、それらの誘導体、それらの混合
物、又はそれらの塩を意味する。したがって、本組成物は、約０．１％～約１０％のイン
ドール化合物、約０．５％～約５％のインドール化合物、又は約１％～約２％のインドー
ル化合物を含有することができ、例えば、この割合は、最終的なヘアケア組成物の総重量
に基づく重量パーセントである。
【００３３】
　キサンチン化合物
　頭皮ケア組成物は、キサンチン化合物を更に含み得る。本明細書で使用される場合、「
キサンチン化合物」は、１つ又はそれ以上のキサンチン、それらの誘導体、及びそれらの
混合物を意味する。本明細書において有用であり得るキサンチン化合物としては、カフェ
イン、キサンチン、１－メチルキサンチン、テオフィリン、テオブロミン、それらの誘導
体、及びそれらの混合物が挙げられるが、それらに限定されない。したがって、本組成物
は、約０．１％～約１０％のキサンチン化合物、約０．５％～約５％のキサンチン化合物
、又は約１％～約２％のキサンチン化合物を含有することができ、例えば、この割合は、
最終的なヘアケア組成物の総重量に基づく重量パーセントである。例えば、ヘアケア組成
物は、約０．７５％のカフェインを更に含有することができる。
【００３４】
　一実施形態において、キサンチンの量を減少させて、キサンチンがより高い濃度で存在
する場合に様々な配合物から生じ得る潜在的な白い残留物を減らしてもよい。一実施形態
において、ヘアケア組成物は、約０．０１％～約１％のキサンチン、あるいは約０．０１
％～約０．７５％のキサンチン、あるいは約０．０１％～約０．５％のキサンチン、ある
いは約０．０１％～約０．２５％のキサンチン、及びあるいは約０．０１％～約０．１％
のキサンチンを含んでもよい。一実施形態において、ヘアケア組成物は、キサンチンを有
しなくてもよい。
【００３５】
　ビタミンＢ3化合物
　頭皮ケア組成物は、ビタミンＢ３化合物を更に含み得る。本明細書で使用される場合、
「ビタミンＢ3化合物」は、ニコチン酸、ナイアシンアミド、ニコチニルアルコール、そ
れらの誘導体、及びそれらの混合物を意味する。ビタミンＢ3化合物は、実質的に純物質
として、又は天然（例えば、植物）原料からの好適な物理的及び／又は化学的単離により
得られた抽出物として含まれてよい。例えば、一実施形態において、本組成物は、約０．
１％～約２５％のビタミンＢ3化合物、更なる実施形態においては、約０．１％～約１５
％のビタミンＢ3化合物、更なる実施形態においては、約０．１％～約７．５％、別の実
施形態においては、約３．５％～約７．５％のビタミンＢ3化合物を含んでもよく、この
パーセンテージは、最終的なヘアケア組成物の総重量に基づく重量パーセントである。一
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実施形態において、頭皮ケア組成物は、約２．５％のビタミンＢ3を含んでもよい。
【００３６】
　パンテノール化合物
　頭皮ケア化合物は、パンテノール化合物を更に含み得る。本明細書で使用される場合、
用語「パンテノール化合物」は、パンテノール、１つ又はそれ以上のパントテン酸誘導体
、及びそれらの混合物を含む。パンテノール化合物の非限定例としては、Ｄ－パンテノー
ル（［Ｒ］－２，４－ジヒドロキシ－Ｎ－［３－ヒドロキシプロピル）］－３，３－ジメ
チルブタマイド）、Ｄ，Ｌ－パンテノール、パントテン酸及びそれらの塩（例えば、カル
シウム塩）、トリ酢酸パンテニル、ローヤルゼリー、パンテチン、パントテイン、パンテ
ニルエチルエーテル、パンガミン酸、パントイルラクトース、ビタミンＢ錯体、又はそれ
らの混合物が挙げられる。したがって、例えば、一実施形態において、本組成物は、約０
．０１％～約５％のパンテノール化合物を含んでもよく、別の実施形態においては、本組
成物は、約０．０１％～２．％のパンテノール化合物を含んでもよく、更なる実施形態に
おいては、本組成物は、約０．０５％～約２％のパンテノール化合物を含んでもよく、そ
して別の実施形態においては、本組成物は、約０．１％～約１％のパンテノール化合物を
含んでもよく、このパーセンテージは、最終的なヘアケア組成物の総重量に基づく重量パ
ーセントである。更なる実施形態において、頭皮ケア組成物は、約０．１５％のパンテノ
ールを更に含んでもよい。
【００３７】
　本発明の別の態様によると、頭皮ケア組成物は、オレアノール酸及び／又はビオチニル
－ＧＨＫを含まないものであってよく、これは、米国特許出願第２００６００６７９０５
号に記載のものと反対である。
【００３８】
　レオロジー変性剤
　一実施形態では、頭皮ケア組成物は、組成物の持続性を増大させるためにレオロジー変
性剤を含む。任意の好適なレオロジー変性剤が使用され得る。一実施形態では、頭皮ケア
組成物は、約０．０５％～約１０％のレオロジー変性剤、更なる実施形態では、約０．１
％～約１０％のレオロジー変性剤、また更なる実施形態では、約０．５％～約２％のレオ
ロジー変性剤、更なる実施形態では約０．７％～約２％のレオロジー変性剤、及び更なる
実施形態では、約１％～約１．５％のレオロジー変性剤を含んでもよい。一実施形態では
、レオロジー変性剤は、ポリアクリルアミド増粘剤であってもよい。一実施形態では、レ
オロジー変性剤は、高分子レオロジー変性剤であってもよい。
【００３９】
　一実施形態では、頭皮ケア組成物は、アクリル酸、メタアクリル酸、又は他の関連誘導
体に基づくホモポリマーであるレオロジー変性剤を含んでもよく、非限定的な例には、ポ
リアクリレート、ポリメタクリレート、ポリエチルアクリレート、及びポリアクリルアミ
ドが挙げられる。
【００４０】
　別の実施形態では、レオロジー変性剤は、アルカリ膨張性及び疎水的変性アルカリ膨張
性のアクリル系コポリマー又はメタクリレートコポリマーであってもよく、非限定的な例
には、アクリル酸／アクリロナイトロジェンコポリマー、アクリレート／ステアレス－２
０イタコネートコポリマー、アクリレート／セテス－２０イタコネートコポリマー、アク
リレート／アミノアクリレートコポリマー、アクリレート／ステアレス－２０メタクリレ
ートコポリマー、アクリレート／べへネス－２５メタクリレートコポリマー、アクリレー
ト／ステアレス－２０メタクリレートクロスポリマー、アクリレート／ビニルネオデカノ
エトクロスポリマー、及びアクリレート／Ｃ１０～Ｃ３０アルキルアクリレートクロスポ
リマーが挙げられる。
【００４１】
　更なる実施形態において、レオロジー変性剤は、可溶性の架橋アクリル系ポリマーであ
ってもよく、非限定的な例としては、カルボマーが挙げられる。
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【００４２】
　更なる実施形態において、レオロジー変性剤は、アルギン酸系材料であってもよく、非
限定的な例としては、アルギン酸ナトリウム、及びアルギン酸プロピレングリコールエス
テルが挙げられる。
【００４３】
　更なる実施形態において、レオロジー変性剤は、会合型高分子増粘剤（非限定的な例と
しては、疎水変性セルロース誘導体が挙げられる）、疎水変性アルコキシル化ウレタンポ
リマー（非限定的な例としては、ＰＥＧ－１５０／デシルアルコール／ＳＭＤＩコポリマ
ー、ＰＥＧ－１５０／ステアリルアルコール／ＳＭＤＩコポリマー、ポリウレタン－３９
が挙げられる）、疎水変性、アルカリ膨潤性エマルション（非限定的な例としては、疎水
変性ポリポリアクリレート（polypolyacrylate）が挙げられる）、疎水変性ポリアクリル
酸、及び疎水変性ポリアクリルアミド、疎水変性ポリエーテルであってもよく、これらの
材料は、セチル、ステアリル、オレアイル（oleayl）、及びこれらの組み合わせから選択
される疎水性物質、並びに１０～３００、別の実施形態では３０～２００、更なる実施形
態では４０～１５０の反復単位を有する反復エチレンオキシド基である親水性部分を有し
てもよい。このクラスの非限定的な例には、ＰＥＧ－１２０－メチルグルコースジオレエ
ート、ＰＥＧ－（４０又は６０）ソルビタンテトラオレエート、ＰＥＧ－１５０ペンタエ
リトリチルテトラステアレート、ＰＥＧ－５５プロピレングリコールオレエート、ＰＥＧ
－１５０ジステアレートが挙げられる。
【００４４】
　更なる実施形態において、レオロジー変性剤は、セルロース及び誘導体であってもよく
、非限定的な例としては、微結晶セルロース、カルボキシメチルセルロース、ヒドロキシ
エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロー
ス、メチルセルロース、エチルセルロース、ニトロセルロース、セルロース硫酸塩、セル
ロース粉末、疎水変性セルロースが挙げられる。
【００４５】
　一実施形態において、レオロジー変性剤は、グアル及びグアル誘導体であってもよく、
非限定的な例には、ヒドロキシプロピルグアル、及びヒドロキシプロピルグアルヒドロキ
シプロピルトリモニウムクロリドが挙げられる。
【００４６】
　一実施形態において、レオロジー変性剤は、ポリエチレンオキシド、ポリプロピレンオ
キシド、及びＰＯＥ－ＰＰＯコポリマーであってもよい。
【００４７】
　一実施形態において、レオロジー変性剤は、ポリビニルピロリドン、架橋ポリビニルピ
ロリドン、及び誘導体であってもよい。更なる実施形態において、レオロジー変性剤は、
ポリビニルアルコール及び誘導体であってもよい。更なる実施形態において、レオロジー
変性剤は、ポリエチレンイミン及び誘導体であってもよい。
【００４８】
　別の実施形態において、レオロジー変性剤はシリカであってもよく、非限定的な例には
ヒュームドシリカ、沈降シリカ、シリコーン表面処理シリカが挙げられる。
【００４９】
　一実施形態において、レオロジー変性剤は水膨張性粘土であってもよく、非限定的な例
にはラポナイト、ベントライト、モンモリロナイト、スメクタイト、及びヘクトナイトが
挙げられる。
【００５０】
　一実施形態において、レオロジー変性剤はガムであってもよく、非限定的な例にはキサ
ンタンガム、グアルガム、ヒドロキシプロリルグアルガム、アラビアガム、タラガント、
ガラクタン、カロブガム、カラヤガム、及びローカストビーンガムが挙げられる。
【００５１】
　更なる実施形態において、レオロジー変性剤は、ジベンジリデンソルビトール、カラギ
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ーナン、ペクチン、寒天、クインスシード（マルメロ）、（米、コーン、じゃがいも、麦
等から得る）デンプン、デンプン誘導体（例えば、カルボキシメチルデンプン、メチルヒ
ドロキシプロピルデンプン）、藻類エキス、デキストラン、サクシノグルカン、及びプレ
ランであってもよい。
【００５２】
　レオロジー変性剤の非限定的な例としては、アクリルアミド／アンモニウムアクリレー
トコポリマー（及び）ポリイソブテン（及び）ポリソルベート２０、アクリルアミド／ア
クリロイルジメチルタウリン酸ナトリウムコポリマー／イソヘキサデカン／ポリソルベー
ト８０、アクリレートコポリマー、アクリレート／ベヘネス－２５メタクリレートコポリ
マー、アクリレート／Ｃ１０～Ｃ３０アルキルアクリレートクロスポリマー、アクリレー
ト／ステアレス－２０イタコン酸塩コポリマー、アンモニウムポリアクリレート／イソヘ
キサデカン／ＰＥＧ－４０ヒマシ油、Ｃ１２～１６アルキルＰＥＧ－２ヒドロキシプロピ
ルヒドロキシエチルエチルセルロース（ＨＭ－ＥＨＥＣ）、カルボマー、架橋ポリビニル
ピロリドン（ＰＶＰ）、ジベンジリデンソルビトール、ヒドロキシエチルエチルセルロー
ス（ＥＨＥＣ）、ヒドロキシプロピルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピ
ルメチルセルロース（ＨＰＭＣ）、ヒドロキシプロピルセルロース（ＨＰＣ）、メチルセ
ルロース（ＭＣ）、メチルヒドロキシエチルセルロース（ＭＥＨＥＣ）、ＰＥＧ－１５０
／デシルアルコール／ＳＭＤＩコポリマー、ＰＥＧ－１５０／ステアリルアルコール／Ｓ
ＭＤＩコポリマー、ポリアクリルアミド／Ｃ１３～１４イソパラフィン／ラウレス－７、
ポリアクリレート１３／ポリイソブテン／ポリソルベート２０、ポリアクリレートクロス
ポリマー－６、ポリアミド－３、ポリクオタニウム－３７（及び）水添ポリデセン（及び
）トリデセス－６、ポリウレタン－３９、アクリル酸ナトリウム／アクリロイルジメチル
タウレート／ジメチルアクリルアミド、クロスポリマー（及び）イソヘキサデカン（及び
）ポリソルベート６０、ポリアクリル酸ナトリウムが挙げられる。市販のレオロジー変性
剤の例としては、ＡＣＵＬＹＮ（商標）２８、Ｋｌｕｃｅｌ　Ｍ　ＣＳ、Ｋｌｕｃｅｌ　
Ｈ　ＣＳ、Ｋｌｕｃｅｌ　Ｇ　ＣＳ、ＳＹＬＶＡＣＬＥＡＲ　ＡＦ１９００Ｖ、ＳＹＬＶ
ＡＣＬＥＡＲ　ＰＡ１２００Ｖ、Ｂｅｎｅｃｅｌ　Ｅ１０Ｍ、Ｂｅｎｅｃｅｌ　Ｋ３５Ｍ
、Ｏｐｔａｓｅｎｓｅ　ＲＭＣ７０、ＡＣＵＬＹＮ（商標）３３、ＡＣＵＬＹＮ（商標）
４６、ＡＣＵＬＹＮ（商標）２２、ＡＣＵＬＹＮ（商標）４４、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ｕｌ
ｔｒｅｚ　２０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ｕｌｔｒｅｚ　２１、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ｕｌｔｒ
ｅｚ　１０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ｕｌｔｒｅｚ　３０、Ｃａｒｂｏｐｏｌ　１３４２、Ｓ
ｅｐｉｇｅｌ（商標）３０５、Ｓｉｍｕｌｇｅｌ（商標）６００、Ｓｅｐｉｍａｘ　Ｚｅ
ｎ、及びそれらの組み合わせが挙げられる。
【００５３】
　キャリア
　本発明の別の態様によると、頭皮ケア組成物は、少なくとも約２０重量パーセントの水
性キャリアを更に含んでもよい。一実施形態によると、水性キャリアは、例えば脱塩水又
は蒸留水から調製することができる。本発明の一実施形態では、キャリアは、水、（水と
混和する又は混和しない）有機溶媒、シリコーン溶媒、又はこれらの混合物であってもよ
い。本発明の一実施形態では、揮発性キャリアは、水又は水と有機溶媒との混合物を含ん
でもよい。更なる実施形態では、溶媒は、皮膚科学的に許容可能であってもよい。一実施
形態において、キャリアは、約２重量％を超える非揮発性溶媒を含まない場合がある。更
なる実施形態では、キャリアは、他の構成成分の微量成分として組成物中に付随的に組み
込まれる場合を除き、最小限の有機溶媒を有するか、又は有意の濃度の有機溶媒を有さな
い水を含んでもよい。別の実施形態では、２５０℃以下の沸点を有する水、有機溶媒及び
シリコーン溶媒は、揮発性溶媒又は揮発性キャリアであってもよい。一実施形態では、２
５０℃以上の沸点を持つ溶媒は、不揮発性とみなされ得る。
【００５４】
　キャリアの非限定的な例は、低級アルキルアルコール及び多価アルコール、１～６個の
炭素を有する一価アルコールのような低級アルキルアルコール、一態様では、エタノール
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及びイソプロパノール、並びにグリコール、グリセリン、及び他のジオールなどの多価ア
ルコールの水並びに水溶液を含んでもよい。
【００５５】
　水性キャリアで使用され得る他の許容可能なキャリアとしては、エタノールなどのアル
コール化合物が挙げられるが、それらに限定されない。一実施形態では、本組成物は、ア
ルコール、ジプロピレングリコール、及び／又は水を含む。
【００５６】
　本頭皮ケア組成物は、約３．０～約１０の範囲のｐＨを有してもよく、ｐＨは、２５℃
での組成物の基準水素電極を用いて直接的ｐＨ測定をとることによって測定されてもよい
。したがって、ヘアケア組成物のｐＨは、非限定的な例として、約４～約９の範囲内であ
り得る。ｐＨ中和剤の非限定的な例は、Ｎｅｕｔｒｏｌ　ＴｅとしてＢＡＳＦから市販さ
れているテトラヒドロキシプロピルエチレンジアミン、トリエタノールアミン（ＴＥＡ）
、水酸化ナトリウム、及びこれらの組み合わせであろう。
【００５７】
　頭皮用助剤
　本発明の一実施形態では、本組成物は、頭皮用助剤を含んでもよく、非限定的な例は、
可溶性の抗ふけ活性物質粒子であってもよい、抗ふけ活性物質である。一実施形態におい
て、抗ふけ活性物質は、ケトコナゾール、エコナゾール、クリムバゾール、及びエルビオ
ール等のアゾール、サリチル酸等の角質溶解剤、及びこれらの混合物からなる群から選択
される。一実施形態において、可溶性の抗ふけ活性物質は、クリムバゾールである。
【００５８】
　一実施形態において、ピリジンチオン抗ふけ微粒子の濃度は、本組成物の約０．０１重
量％～約５重量％、又は約０．１重量％～約３重量％、又は約０．１重量％～約２重量％
の範囲である。一実施形態において、可溶性の活性物質から選択される抗ふけ活性物質に
加えて、本組成物は、１つ以上の抗真菌及び／又は抗細菌活性物質を更に含む。一実施形
態において、抗細菌活性物質は、コールタール、硫黄、炭、ウィットフィールド軟膏、カ
ステラーニ塗布剤、塩化アルミニウム、ゲンチアナバイオレット、オクトピロックス（ピ
ロクトンオラミン）、シクロピロックスオラミン、ウンデシレン酸及びその金属塩、過マ
ンガン酸カリウム、硫化セレン、チオ硫酸ナトリウム、プロピレングリコール、ビターオ
レンジ油、尿素調製物、グリセオフルビン、８－ヒドロキシキノリンシロキノール、チオ
ベンダゾール、チオカルバメート、ハロプロジン、ポリエン、ヒドロキシピリドン、モル
ホリン、ベンジルアミン、アリルアミン（テルビナフィン等）、茶木油、クローブリーフ
油、コリアンダー、パルマローザ、ベルベリン、タイムレッド、桂皮油、ケイ皮アルデヒ
ド、シトロネル酸、ヒノキトール、イヒチオールペール、Ｓｅｎｓｉｖａ　ＳＣ－５０、
Ｅｌｅｓｔａｂ　ＨＰ－１００、アゼライン酸、リチカーゼ（lyticase）、ヨードプロピ
ニルブチルカルバメート（ＩＰＢＣ）、オクチルイソチアザリノン等のイソチアザリノン
、及びアゾール、並びにこれらの混合物からなる群から選択される。一実施形態において
、抗細菌剤は、イトラコナゾール、ケトコナゾール、硫化セレン、コールタール、及びこ
れらの混合物からなる群から選択される。
【００５９】
　一実施形態において、アゾール抗菌剤は、ベンズイミダゾール、ベンゾチアゾール、ビ
フォナゾール、ブタコナゾール（butaconazole）硝酸塩、クリムバゾール、クロトリマゾ
ール、クロコナゾール、エベルコナゾール、エコナゾール、エルビオール、フェンチコナ
ゾール、フルコナゾール、フルチマゾール、イソコナゾール、ケトコナゾール、ラノコナ
ゾール、メトロニダゾール、ミコナゾール、ネチコナゾール、オモコナゾール、オキシコ
ナゾール硝酸塩、セルタコナゾール、サルコナゾール硝酸塩、チオコナゾール、チアゾー
ル、イソコナゾール、セファコナゾール（sefaconazole）、イトラコナゾール、ラブコナ
ゾール、ポサコナゾール、ボリコナゾール、テルコナゾール、アルバコナゾール、アバフ
ァンジン、及びこれらの混合物からなる群から選択されるイミダゾールであるか、又はア
ゾール抗菌剤は、テルコナゾール、イトラコナゾール、及びこれらの混合物からなる群か
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ら選択されるトリアゾールである。アゾール抗細菌活性物質は、本組成物中に存在すると
き、本組成物全体の約０．０１重量％～約５重量％、又は約０．１重量％～約３重量％、
又は約０．３重量％～約２重量％の量で含まれる。一実施形態において、アゾール抗細菌
活性物質は、ケトコナゾールである。一実施形態において、抗細菌活性物質は、クリムバ
ゾールである。
【００６０】
　本発明はまた、抗細菌活性物質の組み合わせを含んでいてもよい。一実施形態において
、抗細菌活性物質の組み合わせは、オクトピロックスとジンクピリチオン、パインタール
と硫黄、サリチル酸とジンクピリチオン、サリチル酸とエルビオール、ジンクピリチオン
とエルビオール、ジンクピリチオンとクリムバゾール、オクトピロックスとクリムバゾー
ル、サリチル酸とオクトピロックス、及びこれらの混合物からなる組み合わせの群から選
択される。一実施形態において、抗細菌活性物質の濃度は、本組成物の約０．０１重量％
～約５重量％、又は約０．１重量％～約３重量％、又は約０．１重量％～約２重量％の範
囲である。
【００６１】
　ピリジンチオン粒子は、好適な粒子状抗ふけ活性物質である。一実施形態において、抗
ふけ活性物質は、１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩であり、粒子形態である。一実
施形態において、ピリジンチオン抗ふけ粒子の濃度は、約０．０１重量％～約５重量％、
又は約０．１重量％～約３重量％、又は約０．１重量％～約２重量％の範囲である。一実
施形態において、ピリジンチオン塩は、亜鉛、スズ、カドミウム、マグネシウム、アルミ
ニウム及びジルコニウム等の重金属、一般的には亜鉛から形成されるもの、典型的には１
－ヒドロキシ－２－ピリジンチオンの亜鉛塩（「亜鉛ピリジンチオン」又は「ＺＰＴ」と
して知られている）、通常、血小板粒子形態の１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩で
ある。一実施形態において、血小板粒子形態の１－ヒドロキシ－２－ピリジンチオン塩は
、約２０ミクロン以下、又は約５ミクロン以下、又は約２．５ミクロン以下の平均粒径を
有する。ナトリウム等の他のカチオンから形成される塩もまた、好適であり得る。ピリジ
ンチオン抗ふけ活性物質は、例えば、米国特許第２，８０９，９７１号、米国特許第３，
２３６，７３３号、米国特許第３，７５３，１９６号、米国特許第３，７６１，４１８号
、米国特許第４，３４５，０８０号、米国特許第４，３２３，６８３号、米国特許第４，
３７９，７５３号、及び米国特許第４，４７０，９８２号に記載されている。
【００６２】
　一実施形態において、本組成物は、有効な量の亜鉛含有層状物質を含む。一実施形態に
おいて、本組成物は、本組成物全体の約０．００１重量％～約１０重量％、又は約０．０
１重量％～約７重量％、又は約０．１重量％～約５重量％の亜鉛含有層状材料を含む。
【００６３】
　亜鉛含有層状材料は、結晶の成長が主として二次元で生じたものであってもよい。層構
造は、全ての原子が明確な層に組み込まれているものだけではなく、ギャラリーイオン（
gallery ion）と呼ばれる、層間にイオン又は分子があるものとすることが慣例的である
（Ａ．Ｆ．Ｗｅｌｌｓの「Ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ　Ｉｎｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｈｅｍｉｓｔ
ｒｙ」Ｃｌａｒｅｎｄｏｎ　Ｐｒｅｓｓ，１９７５）。亜鉛含有層状物質（ＺＬＭ）は、
亜鉛を層に組み込んでいてもよく、及び／又はギャラリーイオンの構成成分であってもよ
い。以下のＺＬＭのクラスは、一般的な分類の比較的一般的な例を表し、この定義に適合
する、より広範囲の物質に関して限定的であることを意図するものではない。
【００６４】
　多くのＺＬＭが、鉱物として天然に存在する。一実施形態において、ＺＬＭは、水亜鉛
土（炭酸水酸化亜鉛）、塩基性炭酸亜鉛、水亜鉛銅鉱（炭酸水酸化銅亜鉛）、亜鉛孔雀石
（炭酸水酸化銅亜鉛）、及びこれらの混合物からなる群から選択される。亜鉛を含有する
関連鉱物もまた本組成物に含まれてよい。粘土性鉱物（例えばフィロシリケート）等のア
ニオン性層の化学種がイオン交換亜鉛ギャラリーイオンを含有する、天然のＺＬＭも存在
し得る。これら天然物質は全て、合成によって得ることもでき、又は組成物中においてそ
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の場で、若しくは製造プロセスの間に形成することもできる。
【００６５】
　必ずしもではないが多くの場合、合成であるＺＬＭの別の一般的なクラスは、層状複水
酸化物である。一実施形態において、ＺＬＭは、式［Ｍ2+

1-xＭ
3+

x（ＯＨ）2］
x+Ａm-

x/m

・ｎＨ2Ｏ（式中、二価イオン（Ｍ2+）の一部又は全ては、亜鉛イオンである）に係る層
状複水酸化物である（Ｃｒｅｐａｌｄｉ，ＥＬ，Ｐａｖａ，ＰＣ，Ｔｒｏｎｔｏ，Ｊ，Ｖ
ａｌｉｍ，ＪＢ　Ｊ．Ｃｏｌｌｏｉｄ　Ｉｎｔｅｒｆａｃ．Ｓｃｉ．２００２，２４８，
４２９～４２）。
【００６６】
　ヒドロキシ複塩と呼ばれる、更に別の種類のＺＬＭを調製することもできる（Ｍｏｒｉ
ｏｋａ，Ｈ．，Ｔａｇａｙａ，Ｈ．，Ｋａｒａｓｕ，Ｍ，Ｋａｄｏｋａｗａ，Ｊ，Ｃｈｉ
ｂａ，Ｋ　Ｉｎｏｒｇ．Ｃｈｅｍ．１９９９，３８，４２１１～６）。一実施形態におい
て、ＺＬＭは、式［Ｍ2+

1-xＭ
2+
1+x（ＯＨ）3(1-y)］

+Ａn-
(1=3y)/n・ｎＨ2Ｏに一致する

ヒドロキシ複塩であり、２つの金属イオン（Ｍ2+）は同一であってもよいし又は異なって
いてもよい。それらが同一であり、かつ亜鉛で表される場合、式は、［Ｚｎ1+x（ＯＨ）2

］2x+２ｘ　Ａ-・ｎＨ2Ｏに簡素化される。この後者の式は、水酸化塩化亜鉛及び水酸化
硝酸亜鉛等の物質を表す（式中、ｘ＝０．４）。一実施形態において、ＺＬＭは、ヒドロ
キシ塩化亜鉛及び／又はヒドロキシ硝酸亜鉛である。これらは、一価のアニオンが二価の
アニオンで置換されている水亜鉛土にも関連する。また、これらの物質は、組成物中にそ
の場で形成させてもよく、又は製造プロセスの間に形成させてもよい。
【００６７】
　一実施形態において、本組成物は、塩基性炭酸亜鉛を含む。塩基性炭酸亜鉛の市販の供
給源としては、Ｚｉｎｃ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　Ｂａｓｉｃ（Ｃａｔｅｒ　Ｃｈｅｍｉｃ
ａｌｓ：Ｂｅｎｓｅｎｖｉｌｌｅ，ＩＬ，ＵＳＡ）、Ｚｉｎｃ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ（Ｓ
ｈｅｐｈｅｒｄ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ：Ｎｏｒｗｏｏｄ，ＯＨ，ＵＳＡ）、Ｚｉｎｃ　Ｃ
ａｒｂｏｎａｔｅ（ＣＰＳ　Ｕｎｉｏｎ　Ｃｏｒｐ．：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，ＮＹ，ＵＳＡ
）、Ｚｉｎｃ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ（Ｅｌｅｍｅｎｔｉｓ　Ｐｉｇｍｅｎｔｓ：Ｄｕｒｈ
ａｍ，ＵＫ）、及びＺｉｎｃ　Ｃａｒｂｏｎａｔｅ　ＡＣ（Ｂｒｕｇｇｅｍａｎｎ　Ｃｈ
ｅｍｉｃａｌ：Ｎｅｗｔｏｗｎ　Ｓｑｕａｒｅ，ＰＡ，ＵＳＡ）が挙げられる。商業的に
「炭酸亜鉛」、「炭酸亜鉛塩基」、又は「ヒドロキシ炭酸亜鉛」と称される場合もある、
塩基性炭酸亜鉛は、天然の水亜鉛土に似た物質からなる合成物である。理想の化学量論は
、Ｚｎ5（ＯＨ）6（ＣＯ3）2により表されるが、実際の化学量論的比は僅かに変化するこ
とがあり得、他の不純物が結晶格子内に組み込まれる場合がある。
【００６８】
　亜鉛含有層状物質及びピリチオン又はピリチオンの多価金属塩を有する実施形態におい
て、ピリチオン又はピリチオンの多価金属塩に対する亜鉛含有層状物質の比は、約５：１
００～約１０：１、又は約２：１０～約５：１、又は約１：２～約３：１である。
【００６９】
　ポリオール
　ポリオールは、本発明の構成成分である。本発明の一実施形態では、ポリオールの非限
定的な例は、グリセリンである。グリセリンは、パーソナルケア用途及び医薬配合物で非
常に広く使われている無色無臭の粘性液体である。グリセリンは、その水溶性と保湿性に
関与する３つのヒドロキシル基を含む。グリセリンは、パーソナルケア用途において、毛
髪及び皮膚用助剤として周知である。この物質は、非常に清潔な表面触感を保持しながら
、ヒトの毛髪に浸透して、毛髪繊維の柔軟化によって、コンディショニング性と柔らかさ
をもたらすことができる。グリセリンは、水よりも疎水性度の高い汚れ成分（すなわち皮
脂）を除去することが観察されている。
【００７０】
　グリセリンの濃度は、シャンプー組成物の約０．１重量％～約１０重量％、約０．５重
量％～約８重量％、約１重量％～約７重量％、及び約３．０重量％～約６重量％である。
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【００７１】
　本発明の別の実施形態では、他のポリオールを用いてもよい。非限定的な例としては、
プロピレングリコール、糖ポリオール（ソルビトール等）、アロエベラゲル、及びハチミ
ツが挙げられる。
【００７２】
　シリコーン
　本発明の組成物のコンディショニング剤は、シリコーンコンディショニング剤であるこ
とができる。シリコーンコンディショニング剤は、揮発性シリコーン、不揮発性シリコー
ン、又はこれらの組み合わせを含んでよい。シリコーンコンディショニング剤の濃度は、
典型的には、本組成物の約０．０１重量％～約１０重量％、約０．１重量％～約８重量％
、約０．１重量％～約５重量％、及び／又は約０．２重量％～約３重量％の範囲である。
好適なシリコーンコンディショニング剤の非限定例、及びシリコーンのための任意選択的
懸濁剤が、米国再発行特許第３４，５８４号、米国特許第５，１０４，６４６号、及び同
第５，１０６，６０９号に記載されており、説明は参照によって本明細書に組み込まれる
。本発明の組成物で用いるためのシリコーンコンディショニング剤は、２５℃で測定した
とき、約２０～約２，０００，０００平方ミリメートル／秒（ｍｍ2／ｓ）（約２０～約
２，０００，０００センチストークス（「ｃｓｋ」））、約１，０００～約１，８００，
０００ｍｍ2／ｓ（約１，０００～約１，８００，０００ｃｓｋ）、約５０，０００～約
１，５００，０００ｍｍ2／ｓ（約５０，０００～約１，５００，０００ｃｓｋ）、及び
／又は約１００，０００～約１，５００，０００ｍｍ2／ｓ（約１００，０００～約１，
５００，０００ｃｓｋ）の粘度を有することができる。
【００７３】
　分散シリコーンコンディショニング剤粒子の体積平均粒径は、典型的には約０．０１マ
イクロメートル～約５０マイクロメートルの範囲である。小さい粒子を毛髪に適用する場
合には、体積平均粒径は、典型的には、約０．０マイクロメートル～約４マイクロメート
ル、約０．０１マイクロメートル～約２マイクロメートル、約０．０１マイクロメートル
～約０．５マイクロメートルの範囲である。大きな粒子を毛髪に適用する場合には、体積
平均粒径は、典型的には、約５マイクロメートル～約１２５マイクロメートル、約１０マ
イクロメートル～約９０マイクロメートル、約１５マイクロメートル～約７０マイクロメ
ートル、及び／又は約２０マイクロメートル～約５０マイクロメートルの範囲である。
【００７４】
　シリコーンに関する追加の資料は、シリコーン流体、シリコーンガム、及びシリコーン
樹脂、並びにシリコーンの製造について論じる項を含め、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉａ　ｏ
ｆ　Ｐｏｌｙｍｅｒ　Ｓｃｉｅｎｃｅ　ａｎｄ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，ｖｏｌ．１５
，２ｄ　ｅｄ．，ｐｐ　２０４～３０８，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎｓ，Ｉｎｃ
．（１９８９）に見られ、この文献は、参照により本明細書に組み込まれる。
【００７５】
　本発明の実施形態で用いるのに好適なシリコーンエマルションとしては、米国特許第４
，４７６，２８２号、及び米国特許出願公開第２００７／０２７６０８７号に示されてい
る説明に従って調製した不溶性ポリシロキサンのエマルションが挙げられるが、これらに
限らない。したがって、好適な不溶性ポリシロキサンとしては、約５０，０００～約５０
０，０００ｇ／ｍｏｌの範囲内の分子量を有するα，ωヒドロキシ末端ポリシロキサン、
又はα，ωアルコキシ末端ポリシロキサン等のポリシロキサンが挙げられる。不溶性ポリ
シロキサンは、約５０，０００～約５００，０００ｇ／ｍｏｌの範囲内の平均分子量を有
することができる。例えば、不溶性ポリシロキサンは、約６０，０００～約４００，００
０、約７５，０００～約３００，０００、約１００，０００～約２００，０００の範囲内
の平均分子量を有してもよく、又は平均分子量は、約１５０，０００ｇ／ｍｏｌであって
もよい。不溶性ポリシロキサンは、約３０ｎｍ～約１０マイクロメートルの範囲内の平均
粒径を有することができる。この平均粒径は例えば、約４０ｎｍ～約５マイクロメートル
、約５０ｎｍ～約１マイクロメートル、約７５ｎｍ～約５００ｎｍ、又は約１００ｎｍの
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範囲内であってよい。
【００７６】
　不溶性ポリシロキサンの平均分子量、シリコーンエマルションの粘度、及び不溶性ポリ
シロキサンを含む粒子の大きさは、Ｓｍｉｔｈ，Ａ．Ｌ．Ｔｈｅ　Ａｎａｌｙｔｉｃａｌ
　Ｃｈｅｍｉｓｔｒｙ　ｏｆ　Ｓｉｌｉｃｏｎｅｓ，Ｊｏｈｎ　Ｗｉｌｅｙ　＆　Ｓｏｎ
ｓ，Ｉｎｃ．：Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ，１９９１に開示されている方法のように、当業者に一
般的に用いられている方法によって決定される。例えば、シリコーンエマルションの粘度
は、３０℃で、スピンドル６番を備えるＢｒｏｏｋｆｉｅｌｄ粘度計を用いて２．５ｒｐ
ｍで測定することができる。シリコーンエマルションは、アニオン性界面活性剤と一緒に
追加のエマルションを更に含んでもよい。
【００７７】
　本発明の組成物において使用するのに好適な他の分類のシリコーンとしては、ｉ）２５
℃で測定したときに約１，０００，０００ｍｍ2／ｓ（約１，０００，０００ｃｓｋ）未
満の粘度を有する流動性材料である、シリコーン油を含むが、これらに限定されないシリ
コーン流体、ｉｉ）少なくとも１つの一級、二級又は三級アミンを含有する、アミノシリ
コーン、ｉｉｉ）少なくとも１つの四級アンモニウム官能基を含有する、カチオン性シリ
コーン、ｉｖ）２５℃で測定したときに１，０００，０００ｍｍ2／秒（１，０００，０
００ｃｓｋ）以上の粘度を有する材料を含む、シリコーンゴム、ｖ）高度に架橋されたポ
リマーシロキサン系を含む、シリコーン樹脂、ｖｉ）少なくとも１．４６の屈折率を有す
る、高屈折率シリコーン、が挙げられるが、これらに限定されない。
【００７８】
　本発明の一実施形態において、シリコーンは、Ｂｉｓ－ＰＥＧ／ＰＰＧ－１６／１６　
ＰＥＧ／ＰＰＧ　１６／１６ジメチコンから選択されてもよい。非限定的な例は、Ｅｖｏ
ｎｉｋからのＡｂｉｌ　Ｃａｒｅ　８５である。
【００７９】
　有機コンディショニング材料
　本発明のシャンプー組成物のコンディショニング剤は、単独か、上記のシリコーン等の
他のコンディショニング剤と組み合わせるかにかかわらず、油又はロウ等の有機コンディ
ショニング材も少なくとも１つ含んでよい。この有機材料は、ポリマーでないことも、オ
リゴマーであることも、ポリマーであることもできる。それは、油又はロウの形状であっ
てよく、配合物に、そのまま加えても、予備乳化した状態で加えてもよい。有機コンディ
ショニング材料の幾つかの非限定的な例としては、ｉ）炭化水素油、ｉｉ）ポリオレフィ
ン、ｉｉｉ）脂肪族エステル、ｉｖ）フッ素化コンディショニング化合物、ｖ）脂肪族ア
ルコール、ｖｉ）アルキルグルコシド及びアルキルグルコシド誘導体、ｖｉｉ）四級アン
モニウム化合物、ｖｉｉｉ）ＣＴＦＡ名称がＰＥＧ－２００、ＰＥＧ－４００、ＰＥＧ－
６００、ＰＥＧ－１０００、ＰＥＧ－２Ｍ、ＰＥＧ－７Ｍ、ＰＥＧ－１４Ｍ、ＰＥＧ－４
５Ｍであるもの、及びこれらの混合物を含む、最大約２，０００，０００の分子量を有す
るポリエチレングリコール及びポリプロピレングリコールが挙げられるが、これらに限定
されない。
【００８０】
　頭皮用健康活性物質
　本発明の一実施形態では、頭皮用健康活性物質が添加されてもよく、ＺＰＴによっても
たらされる抗真菌／抗ふけ有効性に加えて頭皮効果をもたらす。この材料群は様々であり
、加湿、バリア改善、抗真菌、並びに抗酸化、抗かゆみ、及び感覚惹起を含む幅広い効果
をもたらす。かかる皮膚用健康活性物質は、ビタミンＥ及びＦ、サリチル酸、グリコール
、グリコール酸、ＰＣＡ、複数のＰＥＧ、エリトリトール、グリセリン、乳酸塩、ヒアル
ロン酸、アラントイン及び他の尿素、ベタイン、ソルビトール、グルタミン酸、キシリト
ール、メントール、乳酸メンチルエステル、イソシクレモン、ベンジルアルコール、並び
にペパーミント、スペアミント、アルガン、ホホバ及びアロエを含む天然抽出物／油類を
含むが、これらに限定されない。
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【００８１】
　任意選択的成分
　本発明の組成物は、また、必要に応じて任意の好適な任意選択的成分を更に含んでもよ
い。例えば、本組成物は、任意選択的に他の活性又は不活性成分を含むことができる。
【００８２】
　本組成物は、ピリチオン亜鉛、ミノキシジル、シリコーン、グリセリン、コンディショ
ニング剤、及び他の好適な材料のような他の一般的な毛髪成分を含んでもよい。Ｔｈｅ　
ＣＴＦＡ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃ　Ｉｎｇｒｅｄｉｅｎｔ　Ｈａｎｄｂｏｏｋ、第１０版（刊
行元は、Ｃｏｓｍｅｔｉｃ，Ｔｏｉｌｅｔｒｙ，ａｎｄ　Ｆｒａｇｒａｎｃｅ　Ａｓｓｏ
ｃｉａｔｉｏｎ，Ｉｎｃ．，Ｗａｓｈｉｎｇｔｏｎ，Ｄ．Ｃ）（２００４）（以下「ＣＴ
ＦＡ」）には、本明細書における組成物に加えることができる幅広い非限定材料が記載さ
れている。これらの成分の部類の例としては、研磨剤；吸収剤；芳香剤、顔料、着色剤／
染料、精油、皮膚感覚剤、収斂剤等の美的成分（例えば、丁子油、メントール、カンファ
ー、ユーカリ油、オイゲノール、メンチルラクテート、ウィッチヘーゼル留出物）；抗ニ
キビ剤；固化防止剤；消泡剤；抗菌剤（例えば、ヨードプロピルブチルカーバメート）；
酸化防止剤；結合剤；生物学的添加物；緩衝剤；充填剤；キレート化剤；化学添加物；染
料；化粧品収斂剤；化粧品殺生剤；変性剤；薬用収斂剤；外用鎮痛剤；被膜形成剤又は物
質、例えば、組成物の被膜形成特性及び持続性を補助するためのポリマー（例えば、エイ
コセン及びビニルピロリドンのコポリマー）；不透明化剤；ｐＨ調整剤；推進剤；還元剤
；封鎖剤；レオロジー変性剤；毛髪コンディショニング剤；及び界面活性剤が挙げられる
が、これらに限定されない。
【００８３】
　本発明の製剤は、通常のヘアケア組成物中に存在し得る。それらは、溶液、分散液、エ
マルション、粉末、タルク、カプセル状、球体、スポンジャー（sponger）、固形剤形、
発泡体、及び他の送達機構の形態であってよい。本発明の組成物は、ヘアトニック、リー
ブ・オンヘア製品、例えばコンディショナー、トリートメント、及びスタイリング製品、
リンスオフヘア製品、例えばコンディショナー、シャンプー、及びトリートメント製品、
並びに毛髪に塗布可能である、好ましくは頭皮に塗布可能である、任意の他の形態であっ
てもよい。
【００８４】
　ＩＩ．方法
　阻害ゾーン
　阻害ゾーン（ＺＯＩ）方法論がこの評価に使用される。ＺＯＩ法において、マラセチア
酵母生物が、成長培地を充填したペトリ皿上に播種される。この実験において、１００μ
ｌの希釈した（ビヒクル中１：５００）リーブ・オントリートメントを寒天プレート上の
ウェル中に配置し、それを次いでインキュベートする。適用した製品は経時的に容易に拡
散し、このうち抗真菌は、中心から円形状の真菌増殖の阻害によって示される。この円形
阻害の直径を測定し、円が大きいほど、製品の抗真菌活性はより強力である。各レッグは
、１０個のプレートを有し、各プレートで２回の測定である。ゾーンは、長さ及び幅の両
方に沿って測定する。平均値を、標準偏差と共にプロットする。スチューデントｔ検定を
使用して、有意水準０．１で配合物を群化する。
【００８５】
　図１において、本組成物Ａ（実施例１として含まれる）は、組成物Ｂ（ブチレングリコ
ール及びベンジルアルコール溶媒を含まない実施例１の組成物）の抗真菌活性よりも改善
した抗真菌活性を有することが実証される。組成物Ａは、抗真菌活性及び有効性において
１０．５％の増加を実証する。
【００８６】
　組成物Ｂの濁度は、組成物Ａのものよりも高いことが視覚的に留意され得、これは、理
論によって束縛されるものではないが、低減したクリムバゾール溶解度の結果であると考
えられる。活性物質クリムバゾールの溶解度が増加するにつれて、試料を通した可視光透
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過率が、不透明度の減少として観察される。
【００８７】
　本発明の一実施形態において、抗ふけ活性物質は、キャリア及び／又はマトリツクス中
で容易に可溶性であり、かつキャリア及び／又はマトリツクス中で実質的に透明な（６０
０ｎｍで８０以上の透過率）溶液を形成するものである。組成物の透明度は、紫外線／可
視線（ＵＶ／ＶＩＳ）分光法によって測定してもよく、この方法では、Ｇｒｅｔａｇ　Ｍ
ａｃｂｅｔｈのＣｏｌｏｒｉｍｅｔｅｒ　Ｃｏｌｏｒ　ｉ　５を関連の指示に従って用い
て、試料によるＵＶ／ＶＩＳ光の吸収度又は透過度を求める。６００ｎｍの光波長が、化
粧品組成物の透明度を定めるのに適することが示されている。
【００８８】
　配合物及び実施例
　以下は、本発明の非限定的な実施例である。これらの実施例は、単に説明のために示す
ものであり、本発明を限定するものと解釈すべきでなく、本発明の趣旨及び範囲から逸脱
することなく多くの改変が可能であり、当業者にはこれらのことが理解されよう。
【００８９】
【表１】

　*１の例Ｃａｒｂｏｐｏｌ　Ｕｌｔｒｅｚ　２１：Ｌｕｂｒｉｚｏｌから入手可能
　*２の例Ａｂｉｌ　Ｃａｒｅ　８５：Ｅｖｏｎｉｋから入手可能
　*３の例Ｄｅｘａｐａａｎｔｈｅｎｏｌ　ＵＳＰ：Ｒｏｃｈｅ　Ｖｉｔａｍｉｎｓから
入手可能
　*４の例Ｎｉａｎｃｉｎａｍｉｄｅ　ＵＳＰ：Ｒｏｃｈｅ　Ｖｉｔａｍｉｎｓから入手
可能
　*５の例Ｃａｆｆｅｉｎｅ　ＵＳＰ：ＢＡＳＦから入手可能
　*６の例Ｃｒｉｎｉｐａｎ　ＡＤ：Ｓｙｍｒｉｓｅから入手可能
　*７の例化粧品品質の１，３－ブチレングリコール：Ｏｘｅａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏ
ｎから入手可能
　*８の例ベンジルアルコール：Ｐｏｌａｒｏｍｅ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌから入
手可能
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　*９の例Ｎｅｕｔｒｏｌ　Ｔｅ：ＢＡＳＦから入手可能
【００９０】
　実施例１は、本発明を表す。実施例２は、比較例である。実施例２は、効果的な溶媒を
含有しないと考えられるため、本発明がもたらす望ましい効果をもたらさない。
【００９１】
　実施例においては、特に規定のない限り、全ての濃度は重量％として掲載されており、
希釈剤及び充填剤等の微量の物質は除外され得る。したがって、記載されている配合物は
、記載されている成分及びそのような成分に関連するいかなる微量物質をも含む。当業者
にとって明白なように、このような微量成分の選択は、ヘアケア組成物を調製するために
選択した特定成分の物理的及び化学的特性によって変わる。
【００９２】
　本明細書に開示される寸法及び値は、記載される正確な数値に厳密に限られるとして理
解されるべきではない。むしろ、特に規定のない限り、それぞれのそのような寸法は、記
載される値とその値の周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味するものとする。例えば
、「４０ｍｍ」として開示される寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図する。
【００９３】
　本発明の「発明を実施するための形態」の中で引用された全ての文献は、関連部分にお
いて、本明細書に参照により組み込まれる。いかなる文書の引用も、それが本発明に対す
る先行技術であることを認めるものとして解釈されるべきではない。本書における用語の
いずれかの意味又は定義が、参照により組み込まれた文献における同一の用語の任意の意
味又は定義と相反する限りにおいては、本書においてその用語に与えられた意味又は定義
が優先されるものとする。
【００９４】
　以上、本発明の特定の実施形態を図示、説明したが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく他の様々な変更及び改変を実施することが可能である点は当業者には自明であ
ろう。したがって、本発明の範囲内に含まれるそのような全ての変更及び修正が、添付の
特許請求の範囲にて網羅されることが意図される。
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